
詳しい内容は中面へ
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まちづくりのルール

が変わります



〇隣接区域からの
連続性に配慮し、
通路（ ）と
緑道（ ）を
設ける

〇外壁面６ｍ後退
（ ）

まちづくりのルール：地区計画や防火地域等 変更(案)の内容

■ 主な変更点 ① まちづくりの目標と方針の見直し

小台地域は荒川と隅田川という大きな川に挟まれています。

近年、気象の変化により全国で甚大な水害が発生していることを踏まえ、防災の観点から、

地区計画に定める「まちづくりの目標と方針」を見直します。

「安全で水と緑豊かな、

住商工の調和する

良好な複合市街地」の

形成を図る

既に建物のルールが
定められている区域
《変更なし》

目標や方針のみ
定められている区域
《変更なし》

ホンダ

島忠

ケーズ
デンキ

小台浄化センター予定地

荒 川

隅 田 川

建築物の用途の制限

○地区の環境を悪化させる
ような工場の立地を制限
します。

※以下の事項については、既に建物のルールが定め
られている区域と同様の制限を定めます。

○ 建ぺい率の最高限度
○ 垣さく構造の制限 など

➌❷

■ 主な変更点 ② 建物のルールを定める区域の拡大

■ 主な変更点 ③ 大規模工場跡地における建物のルール

目標や方針のみ
定められている区域《変更なし》

変更箇所

新たに建物の
ルールを定める区域
（大規模工場跡地）

出典：基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成

目 標

「防火地域」への変更

○「準防火地域」から「防火地域」
へ変更し都道沿いの不燃化を促進
します。

外壁面
２ｍ後退 出典：国土交通省HP

（加工して作成）

地区計画区域

日暮里・舎人ライナー
扇大橋

足立区道

都 道

島 忠

足立小台駅

ホンダ

荒川

隅田川

（大規模工場跡地）
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【変更前】

駅の開設に伴う環境整備や水

と緑豊かなまちづくりを目指す

これまでの方針に加え、

高台化された区域では、水

害時の避難スペースの確保

などにより、地域の安全性

の向上を図る

土地利用の方針

【変更前】

・生産環境と居住環境の調和

・親水拠点の形成 など

建築物等の整備の方針

【変更前】

建築物の用途や壁面の位置の

制限などを定める

これまでの方針に加え、

避難スペースなどを確保し

た場合は、避難経路に配慮

した外構計画とする

〇隣地の居住環境に
配慮し緑地（約600㎡）
を設ける（ ）

〇外壁面６ｍ後退
（ ）
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